
内
閣
衆
質
一
五
六
第
一
二
四
号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

一

二

四

号



衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
に
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
国
運
輸
局
岡
山
運
輸
支
局
（
以
下
「
岡
山
運
輸
支
局
」
と
い
う
。
）
に
提
出
さ
れ
た
貨
物
軽

自
動
車
運
送
事
業
経
営
届
出
書
（
以
下
「
届
出
書
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
百
八
十
九
及
び
二
百
五
十
一
で
あ

り
、
そ
の
す
べ
て
が
受
理
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
に
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
運
輸
支
局
に

提
出
さ
れ
た
届
出
書
の
う
ち
、
自
動
車
検
査
証
又
は
完
成
検
査
終
了
証
等
（
以
下
「
検
査
証
」
と
い
う
。
）
の
写
し
が
添
付

さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
一
及
び
十
七
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
届
出
書

に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
と
し
て
検
査
証
の
写
し
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
検
査
証
の
写
し
が
添
付
さ

一



れ
て
い
な
く
て
も
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
開
業
商
法
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指
す
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い
が
、
御
指
摘
の
事
例
に
あ
る
よ
う
な
届
出
書
の
作
成
、
提
出
等
の
手
続
の
代
行
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
上
何
ら

の
規
制
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
代
行
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
に
つ
い
て
、
同
法
を
所
管
す
る
国
土
交

通
省
が
中
心
と
な
っ
て
調
査
す
べ
き
主
体
と
な
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
全
国
的
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
は

考
え
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

労
働
基
準
監
督
署
に
な
さ
れ
た
個
別
の
相
談
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
答
弁
を

差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
会
社
が
倒
産
し
た
場
合
に

は
、
必
要
に
応
じ
て
、
所
轄
の
都
道
府
県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い
て
、
当
該
会
社
の
破
産
管
財
人
等
に
対
し

て
賃
金
の
支
払
の
確
保
に
関
す
る
協
力
を
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


